
10　保育施設の運営経費の状況
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　表１０－１　各保育施設の運営経費の状況（金額は令和３年度決算額、施設数は年度途中の変更を含めた令和４年３月３１日時点の施設数）

認可保育園 認定こども園 地域型保育事業 認証保育所 保育室 保育ママ

公立４５園・私立１６４園
（分園含む２４０園）

私立６園
（区立１園除く）

３１施設 ４１園 ２室 ７人

運営経費総額 37,057,277,024 1,303,504,592 1,107,940,053 2,126,479,495 60,492,082 37,367,540
保育料負担軽減補助総額 ― ― ― 358,568,973 7,217,008 3,435,472
保育料徴収 2,349,663,600 ― ― ― ― ―
国・都負担金、補助金 14,171,947,753 784,225,114 937,371,679 348,025,717 ― 615,000
その他 360,447,605 8,578,560 ― ― ― ―

20,175,218,066 510,700,918 170,568,374 2,137,022,751 67,709,090 40,188,012
95,525 41,152 41,898 170,349 176,326 136,694

 ※ 一人当たりの負担額は区の負担総額から児童数を除した単純な割り返し額です。

　グラフ１０－１　　保育施設別　児童一人当たりの区負担額等比較（月額）

区の負担総額（歳出－歳入）
※下段　一人当たりの負担額（月額）

区歳出

区歳入

保育施設の運営経費は、保育ママのように区がほぼ全額負担するものと、認可保育園のように区の支出（区歳出）に対し、国や都が一定割合を負担（区
歳入）するものがあります。
令和３年度の運営経費の状況は以下の表のとおりです。

認可保育園以外の施設の保育料は、利用者から園に直接納められています。
認定こども園には、1号認定(3～5歳の幼稚園枠)の児童が含まれています。1号は2・3号に比べて単価が低く、2・3号にある区の独自の補助もないため、
一人当たりの区の負担額が少なくなります。

地域型保育事業は、児童一人にかかる経費が高い0～2歳のみ対象のため、他の事業に比べて児童一人当たりの区の運営経費が突出しています。
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